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　　　　　健全化判断比率などの状況（平成23年度決算）　　　　　健全化判断比率などの状況（平成23年度決算）チェック！！

　平成23年４月１日から平成24年３月31日までの１年間の収入、支出の状況をお知らせします。
　皆さんからの税金や国・県からの補助金などは、南島原市の生活環境をより良くするためにさまざまな形で
使われています。

151億6.920万円
地方自治体が全国水準の行政を
行えるように交付されたもの

地方交付税 48%

8億9,608万円
国または県が徴収した税金から
一定割合で譲与されたもの　

地方譲与税等 3%

31億7,260万円
事業を行うために借りたもの

市債 10%

60億3,260万円
国・県が認める事業費に対し、国・県から交付されたもの

国庫県支出金 20%

48億9,600万円
職員や特別職の給与、議員や各種
委員の報酬などに要する経費

人件費 16%

47億9,979万円
子ども手当や医療費、生活保護
などに要する経費

扶助費 15%

53億9,679万円
道路や学校などの公共施設の建設
整備等のために借り入れた借金の
返済に要する経費

公債費 18%

29億3,466万円
基金への積み立てなどに要する経費

投資および出資金・
貸付金、積立金 10%

29億388万円
国民健康保険や後期高齢者医療、水道事業など
特別会計への繰り出しに要する経費

繰出金 9%

13億6,999万円
前年度から繰り越しされたもの

繰越金 4%

8億880万円
事業実施にあたり受益者から徴収
するもの、使用料や証明書などを
交付する際の手数料など

分担金、使用料および
手数料など 3%

3億3,784万円
繰入金、財産収入、寄付金、諸収
入など

その他 1%

35億6,324万円
市民税、固定資産税、軽自動車税
など

市税 11%

45億321万円
道路、学校、海岸保全などの建設
に要する経費
自然災害などにより被災した施設
などの復旧に要する経費　

普通建設事業費
災害復旧事業費 15%

24億8,378万円
各事業や団体への補助金・負担金
に要する経費

補助費等 8%

27億9,967万円
市の施設の維持、補修などに要す
る経費

物件費・維持補修費 9%

依存財源（81%）依存財源（81%）依存財源（81%）
252億7,048万円252億7,048万円252億7,048万円

自主財源（19%）自主財源（19%）自主財源（19%）
60億7,987万円60億7,987万円60億7,987万円

義務的経費（49%）義務的経費（49%）
150億9,258万円150億9,258万円

投資的経費（15%）
45億321万円
投資的経費（15%）
45億321万円

消費的経費（17％）
52億8,345万円
消費的経費（17％）
52億8,345万円

その他の経費（19%）
58億3,854万円
その他の経費（19%）
58億3,854万円

支出総額 307億1,778万円

収入総額 313億5,035万円

●須川港防災拠点施設整備事業
１億７５８万円
南島原市消防庁舎横に万が一の災
害発生に備え、防災拠点の整備を
行い、防災体制の強化を図った。

　財政悪化がすすむ県や市町村の財政破たん（倒産）を未然に防ぐため、平成19年６月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定
され、一般会計の財政状況に加え特別会計や一部事務組合などの状況も反映させ、毎年度決算の際に健全化判断比率および資金不足比率を算定し、
監査委員の審査を受け議会に報告し、公表することになっています。
　南島原市の数値は、昨年と同様、いずれも国の定める基準を下回っており、健全な財政運営がなされていることを示していますが、各比率が悪
化して国の基準を超えないよう、これからも「行政改革大綱」や「集中改革プラン」に基づき、行財政改革を推進していきます。

健全化段階 早期健全化段階
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※１「早期健全化基準」、　※２「経営健全化基準」とは…国が示す基準で、これを超えてしまうと議会の議決を経て財政健全化計画を定め、財
政の健全化に向けて計画的に取り組まなければなりません。

※３「財政再生基準」とは…国が示す基準で、これを超えてしまうと議会の議決を経て財政再生計画を定めるとともに、国（総務大臣）が認め
ない事業はできなくなってしまうなど、国の指導のもとで財政再生を行うことになります。　

　一般会計等の実質的な赤字額が、標準的な収入
に対してどれくらいの割合になるかを示します。

実質赤字比率

　全会計の実質的な赤字額が、標準的な収入に対
してどれくらいの割合になるかを示します。

連結実質赤字比率

　南島原市の実質的な借入金の返済額が、標準的な収
入に対してどれくらいの割合になるかを示します。

実質公債費比率

　南島原市が抱える実質的な負債の残高が、標準的な
収入に対してどれくらいの割合になるかを示します。

　各公営企業の資金不足額が、事業の規模
に対してどれくらいの割合になるかを示し
ます。

将来負担比率
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■資金不足比率

　健全化判断比率には、次の４つの指標が
あります。

■南島原市の健全化判断比率

経営健全化基準経営健全化基準

※１ ※３

※２

●西望記念館改修事業
１，８１０万円
西望芸術の継承および交流人口拡
大による経済活性化も目的として、
市の主要観光施設でもある西望記
念館の改修。

●強い農業づくり交付金事業
８，１７５万円
農業者の組織する団体の農産物の
高品質、高付加価値化および担い
手確保など、農業生産の振興を図
るため、施設整備費の一部補助。

●太陽光発電設備設置費補助事業
９６０万円
地球温暖化防止などの環境保全対
策の一環として、自然エネルギー
の利用の促進を図るため、設置費
の一部補助。

●小中学校施設改修・耐震補強事業
１億６，４８６万円
昭和 56 年６月以前に建設された
施設の耐震診断を行い、基準を満
たさなかった施設の補強工事を行
い、児童生徒の安全と安心を図った。

●市内水産関係施設整備事業
７億５，６１２万円
漁港および漁業者の漁業活動の安
全などを図るため、各地区漁港の
整備。

平成23年度 決 算 の 状 況
消防・防災関係への取り組み

観光関係への取り組み

農林関係への取り組み

環境衛生関係への取り組み

教育施設関係への取り組み

水産関係への取り組み

平成23年度 市のお金は下記の事業などに使いました。

問 財政課 ☎０５０（３３８１）５１２１


